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CONTENTS（おもな内容）親子スキー教室

　今年も恒例の親子スキー教室が、長野県富士見町

の富士見高原スキー場で行われました。

　この教室は、町教育委員会主催で開催され、多く

の親子が参加しました。

　参加者たちは真剣な面持ちで、指導員からスキー

技術を基本から学んでいました。
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Public Relations SHOWA Town

●町職員の給与と職員数等の状況

●国保だよりNo 37

●春の全国火災予防運動

●水道だよりNo 72

●あなたの健康づくりに健診結果は役立っていますか？

昭和町公式ホームページに今すぐアクセス！⇨
ＱＲコード（二次元バーコード）の読み取りに対応した携帯電話をお使いの方は、右のＱＲコードを読み取ることで、簡単にアクセスができます。
なお、接写モードで認識しにくいときは、標準モードに切り替えたり、カメラの明るさの設定を暗くしてみてください。
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昭 和 町 職 員 の 給 与　 と 職 員 数 等 の 状 況

＊職員手当には、退職手当は含まれていません。

＊給与費は、当初予算に計上された金額です。

①人 件 費 の 状 況　　　　　　　   【平成 17 年度普通会計決算】

区　分

住民基本

台帳人口

（年度末）

歳出額

Ａ
実質収支

人件費

Ｂ

人件費率

（Ｂ / Ａ）

（参考）

平成 16 年度の

人件費率

平成 17 年度 16,420 人 6,556,686 千円 232,979 千円 841,757 千円 12.8％ 12.5％
＊人件費には、町議会議員、農業委員、区長等の各種行政委員等の報酬が含まれます。

②職員給与費の状況　　　　　   【平成 18 年度普通会計当初予算】

区　分
職員数

A

給与費 1 人当たり

給与費

B/A
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B

平成 18 年度 95 人 359,560 千円 58,615 千円 143,430 千円 561,605 千円 5,912 千円

③ラスパイレス指数の状況

区　分 平成 17 年 4 月 1 日現在 平成 18 年 4 月 1 日現在

昭 和 町 94.0 92.6

県 内 市 平 均 95.5 95.8

県 内 町 村 平 均 92.6 92.8

④職員の平均給与月額、初任給等の状況

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況【平成 18 年 4 月 1 日現在】

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 41.1 歳 327,200 円 368,400 円

技能労務職 56.6 歳 254,100 円 270,100 円

（注）①「平均給料月額」とは、18 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　②「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当な

　　　　どの諸手当の額を合計したものです。

（2）職員の初任給の状況【平成 18 年 4 月 1 日現在】

区　分 決定初任給 2 年後の給料額

一般行政職
大学卒 170,200 円 180,400 円

高校卒 138,400 円 145,400 円

技能労務職 高校卒 135,600 円 142,700 円

看護保健職 大学卒 196,000 円 204,600 円

⑤特別職の報酬等の状況　　【平成 18 年 4 月 1 日現在】

区 分 給料月額 期末手当

給 料

町 長 740,000 円 6 月期　2.125 月分

12 月期　2.325 月分

　　計　  4.450 月分

助 役 590,000 円

教 育 長 565,000 円

報 酬

議 長 280,000 円 6 月期　1.60 月分

12 月期　1.75 月分

　　計　  3.35 月分

副 議 長 214,000 円

議 員 189,000 円

≪本町職員の給与および職員数等の状況について、 　　　町の条例に基づきその概要をお知らせいたします≫

＊ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
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昭 和 町 職 員 の 給 与　 と 職 員 数 等 の 状 況

⑦部門別職員数の状況

区 分 職 員 数

部 門 17 年度 18 年度 対前年増減数

一 般 行 政 部 門

議 会 2　 1　 -1　　

総 務 30　 30　 ± 0　　

税 務 7　 8　 1　　

民 生 14　 14　 ± 0　　

衛 生 8　 8　 ± 0　　

産 業 15　 16　 1　　

小 計 76　 77　 1　　

特 別 行 政 部 門
教 育 21　 19　 -2　　

小 計 21　 19　 -2　　

公 営 企 業 等

下水道 5　 5　 ± 0　　

その他 5　 5　 ± 0　　

小 計 10　 10　 ± 0　　

合 計 107　 106　 -1　　

⑧職員手当の状況

区　分 昭和町 国

期末手当

勤勉手当

（平成 17 年度支給割合）

　　　　 期末手当　勤勉手当

6 月期　1.40 月分　0.70 月分

（平成 17 年度支給割合）

　　　　期末手当　勤勉手当

6 月期　1.40 月分　0.70 月分

12 月期　1.60 月分　0.75 月分 12 月期　1.60 月分　0.75 月分

計 　3.00 月分　1.45 月分 計　　3.00 月分　1.45 月分

⑥一般行政職の級別職員数等の状況

一般行政職の級別職員数の状況【平成 18 年 4 月 1 日現在】

区　分 標準的な職務内容 職員数

6 級 参事課長 3 人 ( 3.3%)

5 級 課長 14 人 (15.6%)

4 級 主幹 15 人 (16.7%)

3 級 副主査・係長・主査 40 人 (44.4%)

2 級 主任 8 人 ( 8.9%)

1 級 主事（補）・技師（補） 10 人 (11.1%)

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
＊一般行政職 90 人

戒告 減給 停職 免職 合計

０人 0 人 0 人 0 人 0 人

≪本町職員の給与および職員数等の状況について、 　　　町の条例に基づきその概要をお知らせいたします≫

⑨懲戒処分件数　　　　　　【平成 17 年 4 月～平成 18 年 3 月】

問合せ　役場総務課　総務係（☎ 275-2111　内線 205）

～職員研修の状況～

内　　容（参加者数） 対象職員

山梨県市町村研修所研修

階層研修、専門研修、職場研修、

特別研修、実務研修、出張研修、

自主研修　　　　　（延べ 23 人）

該当職員

及び

希望者

職場研修

地方分権時代のまちづくり研修会

「構造改革特区・地域再生計画（37 人）

「PFI 制度」（35 人）

「財政の現状と課題」（32 人）

「新たな自治体経営に求められる

職員の意識と能力」（84 人）

「分権時代の法制執務研修」（68 人）

職員情報研修

セキュリティ研修（延べ 101 人）

パソコン技能研修（延べ 87 人）

◎主な研修実績
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国 保 だより
ＮＯ .37

国保被保険者　　加入世帯　3,078 世帯　　　被保険者　6,212 人　　　　平成 19 年１月末現在

保険証更新のお知らせ
　国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療を受けられるための大切な制

度です。保険証（国民健康保険被保険者証）は、あなたが国保に加入している証明書で、

お医者さんにかかるときの受診券の役目も果たしています。

　今お持ちの保険証の有効期限は、平成 19 年 3 月 31 日までです。4 月から使う保険証は、

3 月末までには郵送いたしますので、よろしくお願いします。

保険証を受けとったら
新しい保険証を受けとったら、記載内容を確認してください

＊学生用の保険証の発行

＊ 3 月になってからの転入・転居など、異動や変更がある世帯

＊その他、特別な事情がある世帯

　保険証を郵送しない世帯には、通知を差し上げますので手続きの方法、持ち物をご確

認のうえ必ず手続きをお願いします。

問合せ　役場町民窓口課　国保係（☎ 275-2111 内線 218・219・300）

次の方は郵送ではなく国保の窓口で更新の手続きをお願いします

◎有効期限を確認しましょう。

◎住所・氏名・生年

　月日などを確認し

　てください。
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月に１度は提示を

顔 見 知 り の お

医 者 さ ん で も

月 に １ 度、 必

ず 保 険 証 の 提

示を。

貸し借りは禁止

他 人 と の 貸

し 借 り は 厳

禁です。

期限切れに注意

期 限 が 切 れ た

ものは使えませ

ん。更新手続き

を。

勝手に書き替えない

記載内容を勝

手に書き替え

たり、書き足し

たりすると無

効になります。

コピーは使えません

コ ピ ー し た 保

険証は使えませ

ん。

必ず手元に保管

治療がすんだら

保険証は必ず返

し て も ら い、 大

切に保管を。

　一般に病気とみなされないものには国保の保険証は使えません。全額自己負担にな

ります。
＊健康診断や人間ドック　＊予防注射　＊美容整形　＊経済上の理由による妊娠中絶　＊歯列矯正

＊正常な妊娠・分娩　＊業務上のケガや病気（労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇い

　主の負担となります）　＊その他（◎故意による事故や、犯罪行為によるケガや病気　◎けんか、

　泥酔による傷病　◎医師の指示に従わなかったとき）

　届出のときは、今もっている保険証、本人である事が確認できる運転免許証等と、
印鑑をお持ちください。

●記載事項に誤りや変

　更があった

●加入者に子どもが生

　まれたり、加入者が

　亡くなったりした

●なくしたり、破れて

　しまった

●職場の健康保険に

　加入したり、他の市

　区町村に転出する事

　になった

　交通事故など第三者からの傷害を受けた場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、

一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求する事ができます。

　国保での治療を受けるときは、必ず役場国民健康保険係に届出をしましょう。

　また、その場合は『事故証明』が必要です。警察には必ず届出をしましょう。

～保険証を使うときはこんなことに注意しましょう～

保険証は正しく使いましょう

保険証が使えないとき

交通事故にあったとき

こんなときは必ず届出を
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ＨＥＡＬＴＨ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＣＯＲＮＥＲ

保健・健康に関する問合せは役場いきいき健康課健康増進係
　　　　　　　　　　　　　 （☎ 275-2111　内線 252・253）

みんなの健康

児教室

実 施 日　3 月 6 日（火）

受付時間　午前 9 時 10 分～ 9 時 20 分

場　　所　総合会館

該 当 児　平成 18 年 12 月生まれのお子さん

持 ち 物　バスタオル・母子手帳・筆記用具

＊乳幼児健診及び予防接種の説明と予診票等の配布

児健康診査

場 　 所　総合会館

持 ち 物　母子手帳・健康保険証・印鑑・筆記用具・バスタオル

実施日 該 当 児 受 付 時 間

3月 28日

（水）

平成 18 年 5 月生まれ 午後１時～１時 15 分

平成 18 年 11 月生まれ 午後 2時～２時 15 分

実 施 日　3 月 22 日（木）

受付時間　午後 1 時～ 1 時 30 分

場 所　総合会館

該 当 児　平成 15 年 12 月～平成 16 年 1 月生まれのお子さ

　　　　　 ん及び前回未受診のお子さん

持 ち 物　母子手帳・3 歳児健康質問票・尿検査セット

　　　　　 ・健康保険証・印鑑

＊地区別で受付時間を設定しますので、詳しくは通知をご覧く 

　ださい。

歳児健康診査

乳

育

3

子手帳交付及び一般健康相談

日　時　3月 9日（金）午前9時00分 ～ 11時30分

　3月16日（金）午後1時30分 ～  4時00分

　3月29日（木）午後9時00分 ～ 11時30分

場　所　総合会館

＊母子手帳の交付を希望される方は、印鑑をお持ちください。

＊予防接種についてのご相談も受付けています。

＊一般健康相談は 40 歳以上の方を対象に血圧測定、尿検

　査、栄養相談などを行います。

＊子宮がん検診のお申込みは 4 月から受付ます。

＊総合健診結果報告会に来られなかった方には、結果表をお

　渡ししています。

母

しん麻

種混合予防接種三
　三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）の定期予防接

種、１期初回は３回接種することになっていますが、１回目

と２回目、２回目と３回目の接種間隔は３週間から８週間と

定められています。間隔が３週間に満たない場合、８週間を

超えた場合は、接種券に記載されている有効期限内であって

も、予防接種法に基づかない任意接種となります。対象者に

は既に個別通知をいたしましたが、十分ご注意ください。

産教室（ようこそ赤ちゃん学級 )

実 施 日　3 月 8 日（木）・13 日（火）・19 日（月）

受付時間　午前 9 時 20 分 ～ 正午

場 所　総合会館　保健センター

対 象 者　出産予定日が平成 19 年 5 月～ 8 月の方

内 容　母乳育児、お産に関する講義、妊婦体操などの実技

安

と子のすくすく相談室

日 時 （ 会 場 ）　3 月 7 日 ( 水 ) 午前 10 時～ 11 時 30 分

　　　　　　　　( 総合会館 )

　　　　　　 　3 月 26 日 ( 月 ) 午前 10 時～ 11 時 30 分

　　　　　　　　　  ( 町立児童センター「ゆめてらす」)

対 象 者　昭和町にお住まいの子育て中のお母さん

＊保健師がご相談をお受けします。

＊総合会館で実施する日には、栄養士が食事についての相談

　をお受けします。

＊育児についての悩みや不安がありましたら、お気軽にお出

　かけください。

＊身体計測も行えますが、「ゆめてらす」で行う日は乳児期の

　お子さんのみ計測できます。

母

風 しん混合予防接種

　麻しん・風しんの予防接種は、免疫の付与または強化を行

い、感染予防を目的として混合ワクチンを導入し、１期・２

期に亘る２回接種となっています。

対象者　１期：１歳～２歳未満

　　　　２期：５歳以上７歳未満で小学校就学 1 年前から就

　　　　　　　学前日までの人（年長児に相当）

　上記２期の対象者には予診票および接種券を送付しました

が、有効期限は３月 31 日までです。まだ、接種されていな

い方は期限までに接種されますようお勧めいたします。小学

校就学の日からは定期予防接種の対象外となりますのでご注

意ください。

～接種間隔が定められています～ったり健康相談湯
実 施 日　3 月 6 日（火）午前 10 時～ 11 時 30 分

場 所　総合会館　娯楽室（温泉休憩室）

＊湯ったり健康相談は、65 歳以上の方を対象に、血圧測定な

　どの健康相談を行っています。

＊温泉施設内、娯楽室（休憩室）で行っております。温泉を

　利用しない方もお気軽にお立ち寄りください。
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山梨大学附属病院緩和ケアチーム
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　町では、指定のゴミ袋に入らないゴミについて「粗大ゴミ」として毎月第４水曜日に収集しています。

「粗大ゴミ」は、どんなものでも出せるわけではありません

* 小さなゴミをまとめて入れた大きな袋・ダンボール * せっかく分別してある缶・ びんを入れた袋 * ペンキ・

オイル・ワックス等液体の入っている缶・びん * 廃タイヤ・バッテリー * 家電４品目（テレビ、冷蔵庫・

冷凍庫、洗濯機、エアコン）* 事業所等から出るもの * 町で収集しないもの（リサイクルカレンダー等を

参照ください）などこれらは、「粗大ゴミ」としては出すことができません。

もう１度自分の出し方を見直しましょう

出 す 場 所 * 各地区の粗大ゴミ指定収集場所

出 す 日 時

* 毎月第４水曜日（12 月は変更になる場合があります）

* 収集日の朝 8 時 30 分までに出してください。

* 決められた日時以外（前日や夜間等）は絶対に出さないでください。

専 用 荷 札 * 必ず１品に１枚の専用荷札（住所・氏名又は電話番号記入）を付けてください。

主 な 品 目 * ゴミの分け方・出し方の冊子、又はリサイクルカレンダーを参照ください。

注 意 事 項

* 家電４品目は家電リサイクル法によりゴミとしては出せません。

* 廃タイヤ・バッテリー等の「特殊ゴミ」は年２回（8 月・12 月）のみ収集します。

* 指定のゴミ袋に入る可燃物・不燃物は袋に入れてゴミ収集小屋に出してください。

問合せ　役場環境衛生課（☎ 275-2111　内線 226・227）

～「粗大ゴミ」を見直してください～
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月のこよみ
見やすいところに貼るなどしてご利用ください

平成 19 年　2007

弥
や よ い

生　MAR3
日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

赤
口１ 先

勝� 友
引３

＊図書館午後７時
　まで開館

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター午前開館
＊おはなし会
　（図書館午前 11 時～）

先
負４ 仏

滅５ 大
安６ 赤

口７ 先
勝８ 友

引９ 先
負10

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター休館
＊ 2007 男女共同
　参画フォーラム

＊温水プール・図
　書館・総合体育
　館休館

＊図書館午後７時
　まで開館

＊心配ごと相談 ＊図書館午後７時
　まで開館

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター午前開館
＊アニメ映画会
　（図書館午後2時～）
＊定例結婚相談

仏
滅11 大

安12 赤
口13 先

勝14 友
引15 先

負16 仏
滅17

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター・温水プ
　ール休館

＊温水プール・図
　書館・総合体育
　館休館

＊図書館午後７時
　まで開館

＊行政相談
＊じどうかん
　みんなであそぼう
　（午前 10 時 30 分～）
＊心配ごと相談

＊読み聞かせとお話の会
　(図書館午前11時～）
＊図書館午後７時
　まで開館

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター午前開館

大
安18 友

引19 先
負20 仏

滅21 大
安22 赤

口23 先
勝24

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター休館

＊温水プール・図
　書館・総合体育
　館休館

＊ボカシつくり会
　（総合会館裏午後 1 時～）
* 図書館午後７時
　まで開館

＊役場閉庁
＊総合会館温泉・
　児童館・児童セ
　ンター・温水プ
　ール・図書館休館

＊図書館午後７時
　まで開館
＊総合体育館休館

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター閉館
＊アニメ映画会
　（図書館午後2時～）
＊定例結婚相談

友
引25 先

負26 仏
滅27 大

安28 赤
口29 先

勝30 友
引31

＊役場閉庁
＊児童館・児童セ
　ンター休館

＊総合会館温泉・
　温水プール・図
　書館・総合体育
　館休館

* 図書館午後７時
　まで開館

＊心配ごと相談 ＊図書館午後７時
　まで開館

＊図書館休館
　（月末整理日）

＊役場閉庁

＊もえるゴミの収集日が祝日の場合は、翌

　日に収集いたします。

＊必ず町指定の収集袋を使用してください。

　黒いビ二ール袋などでは出さないでくだ

　さい。

＊収集袋・荷札には必ず氏名、電話番号を

　記入してください。荷札は粗大ゴミに使

　用してください。

＊収集日の当日午前 8 時 30 分までに出し

　てください。

＊燃える物、燃えない物、リサイクル品の分

　別はしっかり行ってください。

* 引っ越しゴミなどを早く処理したい場合

　は、役場環境衛生課へご相談ください。

環境衛生課（☎ 275-2111 内線 226・227）

太陽光発電
助成金制度

住宅用太陽光発電システムの設置者等に対し、助成金の交付を行っています。

予算残額は 588,000 円【1 月 12 日現在】問 役場環境衛生課（☎ 275-2111 内線 226）

も え る ゴ ミ

（ 毎 週 月・ 木 曜 日 ）

　　　1 日・5 日・8 日・12 日・15 日・

19 日・22 日・26 日・29 日

も え な い ゴ ミ

ア ル ミ・ ス チ ー ル 缶
第 1・２水曜日（7 日・14 日）

粗 大 ゴ ミ

第 4 水曜日（28 日）

剪 定 枝 回 収
西条地区

第 1 水曜日（7 日）

押原地区

第2水曜日（14日）

常永地区

今月は他地区へ

３
月
�
�
�
収
集
日

ゴミの区分

地　　　区

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫、は粗大ゴミ
として出せませんので決められた方法で処分してください。

◆新聞紙・雑誌類、ダンボール、牛乳パック、ミックスペーパー、ペットボトル、白色 
　トレイ、その他プラ、びん類は資源回収ステーションへ出してください。（いつでも
　出せます）
◆使用済みのスプレー缶・カセットボンベを出すときは、爆発・火災の危険があります
　ので、必ず使い切り、2 ヵ所以上穴を開け、ガス抜きをしてから出してください。

全 地 区
（西条地区・押原地区・常永地区）

～早春のバードウォッチング～

　早春の金川の森を歩きながら野鳥の観察をします。

日　時　3 月 11 日 ( 日 )　午前 9 時～ 12 時

場　所　金川の森 ( 笛吹市一宮町 )

対　象　どなたでも ( 小学生以下は大人同伴 )　定　員　20 名　参加費　無料

申込受付　2 月 11 日から電話にて受付。定員になり次第締切ります。

問合わせ　金川の森サービスセンター（☎ 0553-47-2805）
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相談です

◆心配ごと相談
　日時　3 月 7 日・14 日・

　　  　28 日
           の水曜日

　　　　午後 1 時 30 分
　　　　　　　   ～ 3 時 30 分
　場所　社会福祉協議会

＊あらかじめ社会福祉協議会
　までご連絡ください。
　（☎ 275-0640）

◆行政相談
　日時　3 月 14 日（水）
　　　　午後 1 時～ 3 時
　場所　町中央公民館 2 階
　
＊直接会場へおこしください。
　お問合せは役場企画行政課
　まで（☎ 275-2111 内線 211）

◇教育相談
　日時　随時（水・金・土・
　　　　日曜日、祝日は除く）
　　　　午前 9 時～午後 4 時
　場所　町中央公民館２階

＊直接会場へおこしください。
　問合せは、カウンセラー　
　まで（☎ 275-6951）

◆結婚相談
　日時　月～金曜日は受付のみ
　　　　午前8時30 分～午後5時
　　　　第 2・第 4 土曜日は
　　　　午後1時30 分～4時
　場所　町総合会館 2 階相談室

＊直接会場へおこしください。
　お問合せは、社会福祉協議
　会事務局まで（☎ 275-1881）
＊なお、随時電話での相談も
　行っていますので、各地区
　相談員までお気軽にお電話
　ください。

◆心の健康相談
＊精神保健福祉に関する相談
　に応じ、住民の心の健康づ
　くりを進めます。
　第 2・第 4 水曜日
　午後1時30 分～3時
　お問合せは、甲府保健所まで
　（☎ 237-1437）

お知らせ
◆ボカシつくり会
　日時　3 月 20 日（火）
　場所　町総合会館裏
　時間　午後 1 時～

＊不用犬・猫のお問合せは
　役場環境衛生課まで
　（☎ 275-2111　内線 226）

飲酒運転追放『ハンドルキーパー』

　春の火災予防運動が、3 月 1 日（木）～ 7 日（水）まで全国一斉に実施されます。

この時季は、空気が非常に乾燥し、風も強く、ちょっとした油断から火災が起きやす

くなり、大火にもなりやすいです。暖房器具や

たき火の消し忘れなど十分に注意して火災を起

こさないようにしましょう。

　なお、期間中午後９時からサイレンの吹
すいめい

鳴と、

消防団による各地区巡回を行いますので、みな

さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

春の全国火災予防運動

　全日本交通安全協会では、飲酒運転の根絶を求める声

が全国的に高まっていることから、警察や関係機関の協

力を得て、去る 10 月 27 日から飲酒運転追放のための新

たな運動として「ハンドルキーパー運動」を実施してい

ます。

　ハンドルキーパー運動は、自動車で飲食店に来て飲

酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人

（ハンドルキーパー）を決め、その人は酒を飲まず、仲

間を自宅まで送り、飲酒運転事故を防止する運動です。

　ハンドルキーパーとしたのは、酒を飲まない人（ハンドルキーパー）が、大事な自

動車のハンドルを握り（キープし）、飲酒運転によって生じうる全ての人の命を守る（キ

ープする）という意味を込めました。

全国統一防火標語「消さないで　あなたの心の　注意の火」

第 8 回山梨県テコンドー競技会
　昨年 12 月 17 日に、小瀬スポーツ公園武道場にて行われた、『第 8 回山梨県

テコンドー競技会』で、町内にお住まいの 2 名の方が入賞されました。

一般の部（高校生～成人）

《男性部門Ｂ》

２位　水垣　治　さん

（西　条）

子どもの部（幼児～中学生）

《小学校６年生～中学生部門》

１位　大村　優奈さん

（上河東）

昭和フェスティバル 2007
　今年も昭和フェスティバルが開催されました。会場の町総合会館には、大勢

のみなさんが参加し、盛大に行われました。
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相 談 日 対 象 地 区

3 月 2 日（金）

～

3 月 8 日（木）

紙 漉 阿 原

築 地 新 居

飯 　 　 喰

河 　 　 西

3 月 9 日（金）

～

3 月 15 日（木）

上 河 東

上河東二区

　

　そろそろ確定申告の期限が近づいてきました。商売や事業を

営んでいるみなさん、農家のみなさん、申告はもうお済みにな

りましたか。

　平成 18 年分の所得税の確定申告、町県民税、国民健康保険税、

介護保険料の申告は３月 15 日（木）までです。

　期限間近になりますと税務署、役場窓口は大変混雑しますの

で、早めに申告しましょう。

【相談時間】　【午前】9 時～ 11 時 30 分　【午後】1 時～ 4 時

【相談場所】　役場庁舎裏別棟 2 階会議室

【 問 合 せ 】　役場税務課（☎ 275-2111　内線 221）

地区別申告相談日程表

税の申告の期限は 3 月 15 日（木）です

農家のみなさん、今年も米の生産調整にご協力をお願いします
　米の生産調整につきましては、日ごろから格別なるご協力をいただき、

深く感謝申し上げます。

　農家のみなさまにおかれましては、生産調整に並々ならぬご理解をいた

だき取り組まれている事とは存じますが、ご存知のとおり、まだまだ大幅

な米余りの状況にあります。このため、平成 19 年産米の生産調整目標数量

は昨年より若干減の配分となりました。

　米の需要と価格安定のため、生産調整はなくてはならないものです。みなさまにはぜひともこうした

状況をご理解いただき、これまで以上のご協力をお願い申し上げます。

問合せ　役場産業課　農政係（☎ 275-2111 内線 244）

　この保険は、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動等を行う 5 人以上のアマチュアの団体や

グループ（社会教育関係団体）を対象とします。（対象となる事故　＊グループ活動中の事故　＊往復中の事故）

保 険 期 間　平成 19 年 4 月 1 日午前 0 時～平成 20 年 3 月 31 日午後 12 時

問 合 せ　町教育委員会生涯学習課　生涯スポーツ係（☎ 275-3737）

団体 加入区分
掛　　金

（1 人年額）
対象範囲

傷 害 保 険

賠 償 責 任 保 険

（支払限度額）
共　済

見舞金死　亡
後遺障害
（最高）

入院
（日額）

通院
（日額）

実治療日数４日以上

子

�

�

�

団

体

Ａ
中学生以下の子ども
スポーツ活動を行わ  
ない大人（高校生以上）

500 円 団体活動中と
その往復中

（学校管理下を除

く）

2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

身体賠償　1 人　　　１億円

　　　　　1 事故　　5 億円

財物賠償　1 事故　500 万円

　　　　　（各免責 1,000 円）

突 然 死

（急性心不全、

脳内出血等）

160 万円

ＡＷ
子ども

ワイド

中学生以下の子ども 1,050 円

2,100 万円 3,150 万円 5,000 円 2,000 円
上記補償に身体・財物賠償合

算　1 事故　500 万円を加算

上記以外の個
人練習、個人
活動など（学

校管理下を除く）

100 万円 150 万円 1,000 円 500 円
身体・財物賠償合算

　1 事故　　500 万円

　　　　　　（免責 1,000 円）
対象外

ＡＣ
Ａ，ＡＷ子どもワイドの
子ども（中学生以下）
の指導・支援として一
緒にスポーツ活動を行
う大人（高校生以上）

1,000 円

団体活動中と
その往復中

（学校管理下
を除く）

1,000 万円 1,500 万円 2,500 円 1,000 円

身体賠償　1 人　　　１億円

　　　　　1 事故　　5 億円

財物賠償　1 事故　500 万円

　　　　　　（免責 1,000 円）

突 然 死

（急性心不全、

脳内出血等）

160 万円

2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円1,500 円Ｃ

大
人
�
団
体

Ａ 高校生以上の文化活動団体 500 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

Ｂ 老人クラブなどの団体 800 円 600 万円 900 万円 1,800 円 1,000 円

Ｃ 高校生以上のスポーツ活動団体 1,500 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

Ｄ
危険度の高いスポー
ツ活動団体

9,000 円 500 万円 750 万円 1,800 円 1,000 円

『スポーツ安全保険』に加入しましょう
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　町民のみなさまのご要望にお応えし、ファミリーサポートしょうわが開所して１年。

　会員数も 200 名以上となり、大きなファミリーとなりました。ご理解・ご協力ありがとうございます。

　4 月から新生活をスタートされるご家庭や新学期にむけて、保育園・児童館の迎えに間に合わない・習い事の場

所に送って欲しい…等何かご相談がありましたら、ファミサポを尋ねてください。お力になります。

　子育て中の方、子育て支援に力をお貸し頂ける方、ファミリーサポートしょうわ事務局へいつでもお気軽にお

越しください。お待ちしています。

○リフレッシュのための時間が必要な時。

○急な用事で出かけなければならなくなり、誰かに子どもをみていて欲しい時。

○保育園・学校が休みの時に、子どもをみてくれる人がいないような時。

○保育園・学校（児童館）への送迎をお願いしたい。

○子どもが軽度の病気で登園、登校できないが、仕事をこれ以上休めないような時。

○他の子どもの参観日などの時。　　　　　　

○その他会員の育児に必要とみとめられる事。

＊有償ボランテイア活動が、一層の信頼を深めています。　　《利用料金・１時間当たり》

通 常 月 曜 日 ～ 金 曜 日　 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ７ 時 600 円

早 朝 ・ 夜 間 午 前 ７ 時 ～ ９ 時 ／ 午 後 ７ 時 ～ 10 時 700 円

土日祝日・特定日 特定日：8 月 13 日～ 16 日及び 12 月 28 日～１月３日 700 円

軽 度 の 病 児
通 常（ 月 曜 日 ～ 金 曜 日 の 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ７ 時 ） 700 円

早 朝・ 夜 間 ／ 土・ 日・ 祝 日 ／ 特 定 日 800 円

問合せ　ファミリーサポートしょうわ (☎ 275-8115  FAX275-7115)

主なサポート内容

ファミリーサポートしょうわ昭和町次世代
育成支援事業

随時会員
募集中です！！

スポーツレクリエーション祭に参加しよう

No 競技名 市町村 会　　場 月　日

1 マスターズ陸上競技 甲府市 緑 ヶ 丘 ス ポ ー ツ 公 園 陸 上 競 技 場

５月２０日2 壮 年 サ ッ カ ー 韮崎市 韮崎市中央公園陸上 ・芝生、 市営総合運動場、 御勅使サッカー場

3 テ ニ ス 甲府市 小 瀬 ス ポ ー ツ 公 園 テ ニ ス 場

4 ソ フ トバ レ ーボール 南アルプス市 南 ア ル プ ス 市 立 櫛 形 総 合 体 育 館 ５月１９ ・ ２０日

5 年齢別ソフトテニス 笛吹市 笛 吹 市 石 和 町 中 央 テ ニ ス コ ー ト ５月２０日

6 ラ ー ジ ボ ー ル卓球 甲府市 緑 が 丘 ス ポ ー ツ 公 園 体 育 館 ５月１９日

7 女 子 ソ フ ト ボ ー ル 甲州市 塩山総合グラウンド ・ 山梨県企業局藤木スポーツ広場
５月２０日

8 年齢別バドミントン 笛吹市 笛 吹 市 御 坂 体 育 館

9 ボ ウ リ ン グ 山梨市 山 梨 シ ル ク ロ ー ド ボ ウ ル ５月１９ ・ ２０日

10 綱 引 き 北杜市 北 杜 市 高 根 体 育 館 ５月２１日

11 ゲ ー ト ボ ー ル 笛吹市 御 坂 花 鳥 の 里 ス ポ ー ツ 広 場 ５月１９日

12 グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 南アルプス市 白 根 中 央 公 園

５月２０日

13 バ ウ ン ド テ ニ ス 甲府市 小 瀬 ス ポ ー ツ 公 園 体 育 館 （ 予 定 ）

14 ターゲットバードゴルフ 笛吹市 金 川 の 森 タ ー ゲ ッ ト ・ バ ー ド ゴ ル フ 場

15 イ ン デ ィ ア カ 甲州市 甲 州 市 立 塩 山 南 小 学 校

16 ウ ォ ー ク ラ リ ー 笛吹市 桃 の 里 ス ポ ー ツ 公 園

17 マスターズ水泳競技 甲府市 県 立 青 少 年 セ ン タ ー 室 内 温 水 プ ー ル

18 カヌーツーリング駅伝 鰍沢町 ・身延町 鰍沢町／身延町 「富士川カヌ ー コ ー ス 」 ５月２７日

19 フ ォ ー ク ダ ン ス 山梨市 山 梨 市 総 合 体 育 館 ５月２０日

車 い す マ ラ ソ ン 甲府市 小瀬スポーツ公園　園内ジョギングコース〔ロングコース〕 ５月１３日 （予定）

武 術 太 極 拳 未定 未 定 （ 決 定 後 参 加 チ ー ム へ 連 絡 ） ５月２０日（予定）

＊申込み締切りは３月９日（金）まで、

町教育委員会　生涯学習課（☎ 275-3737 内 267・268） へ申込みください。

　今年も下記表のとおり、第 19 回山梨県スポーツレクリエーション祭りが行われます。
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魅力あふれるまちづくりを目指して

＊問合せ先　役場政策法制課　政策係 (☎ 275-2111  内線 287)             行財政改革ノススメ　No 27
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職員を前にプレゼンテーション
を行うグループのメンバー

役場会議室下駐車場に 6基設置しました。
感想をお寄せください。（設置は 3月末日まで）

標
語
授
賞
式
�
開
催最優秀賞の上田さん（右）と

優秀賞の武井さんが出席した

授賞式

乙
女
椿
�
贈
呈
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山梨文化
会館

山梨
英和中学

中区配水場

舞鶴城公園

山梨
英和高校

東京ガス舞
鶴
陸
橋

武
田
通
り

平
和
通
り

北口

南口

JR甲府駅

税務署

東京電力

★

気くばりで　未来へつなぐ　うまい水

●問合せ　甲府市水道局　　　　TEL２２８-３３１１（代）
　　　　　　　　　　　　　　　FAX２２８-３７７３

URL http://www.water.kofu.yamanashi.jp

２００7．3
72No

　大正２年 (1913 年 ) 全国で 26 番目の上水道として、甲府市

街地に給水を開始以来 94 年の歴史を持つ「中区配水場」は、

　ソメイヨシノをはじめとする桜の巨木が約 70 本ほど植えら

れており、甲府盆地を見おろす高台に位置しているので、満

開の桜花ごしに甲府の町並みを一望することができます。

　大正ロマン漂う建造物と桜の花々のなか、憩いのひとときを

お過ごしください。

◆場　　所　甲府市愛宕町 372

◆開放期間　４月１日（日）頃から約１週間

＊例年の開花時期を想定しておりますが、開放期間は決まり

　次第、水道局ホームページ・ラジオ・テレビ・新聞などで

　お知らせいたします。

◆入場時間　午前９時 30 分から午後４時

★開放にあたり次のことにご注意ください

・駐車場がありませんので徒歩でお越しください

・水道施設のため、ペットの同伴はお断りします

・飲酒はご遠慮ください

・ゴミはお持ち帰りください

問合せ　企画経営課 (☎ 228-3319）

甲府市水道局は、平成 19 年 4 月 1 日から、

甲府市下水道部と組織を統合し、

「甲府市上下水道局」
となります !!

　経営の効率化、環境にやさしい水循環型社会を目指し、甲府市水道

局と甲府市下水道部の組織を統合し、甲府市上下水道局が発足します。

これからも安全でおいしい水を安定供給することに加え、快適な生活環境の確保を図り、親しみある上下水道事

業の確立に取り組んでまいります。

桜満開！！「中区配水場」を開放します

◆水道の使用をやめるとき

　引越しの日が決まったら、連絡してください。

＊３・４月は大変混み合いますので、早めのご連絡をお

　願いします。

◆水道を使い始めるとき

　引越し先に「水道使用申込書」が配布してありますので、

　必要事項を明記し、添付の封筒で郵送してください。

＊「水道使用申込書」がない場合は、ご連絡ください。

★マンションなどにお住まいの方で、水道料金を管理会

　社や所有者等にお支払いになる（なっていた）場合は、

　直接お支払い先に連絡してください。

問合せ　営業課 (☎ 228-3867)

甲府駅北口から徒

歩約 20 分です。

◆申込方法

・口座振替をする金融機関または水道局の窓口で続き

　をしてください。

＊ご希望により申込用紙を送付します。

問合せ　営業課 (☎ 228-3867)

ホームページをご利用ください

　子供向けのキッズページをはじめ、水道について

の様々な情報が満載です。検索ページをご利用の場

合は、甲府市水道局で検索してください。

http://www.water.kofu.yamanashi.jp/

引越しが決まったら… 水道料金は口座振替で！

13   広報　しょうわ　平成19.3.1

KOHO　SHOWA　2007.3 No 353



シ ズ 国 民 年 金ーリ

問合せ　竜 王 社 会 保 険 事 務 所  (☎ 278-1100）または、

　　　　役場町民窓口課　年金係  （☎ 275-2111　内線 219）

国民年金保険料の納付は「口座振替」

■平成 19 年度■
1 ヵ月分 6 ヵ月分 1 年度分

保険料 割引額 保険料 割引額 保険料 割引額

毎月納付（納付書による現金納付及
び翌月未振替の口座振替）

14,100 円 － 84,600 円 － 169,200 円 －

毎月振替【早割】
（当月末振替の口座振替）

14,050 円 50 円 84,300 円 300 円 168,600 円 600 円

6 ヵ 月 前 納（現金納付） － － 83,910 円 690 円 167,820 円 1,380 円

6 ヵ 月 前 納（口座振替） － － 83,640 円 960 円 167,280 円 1,920 円

1 年 前 納（現金納付） － － － － 166,200 円 3,000 円

1 年 前 納（口座振替） － － － － 165,650 円 3,550 円

■平成 19 年度　国民年金保険料納入額早見表（現金納付・口座振替比較）

＊一部納付（一部免除）されている方は「毎月納付（翌月未振替）」のみのご利用となります

当 月 末 の
口 座 振 替

【 早 割 】

保険料を当月末の口座振替【早割】にすると月々 50 円
（年間 600 円）のお得！

毎月、現金で

納付する場合 …

口座振替で早

割にした場合

（5月分からの例）

4 月分保険料

14,100 円 …

１年度分の

口座振替前納

★１年度分（4 月分～翌年 3 月分）の保険料を口座振替によりまとめて前納すると、現

　金で月々保険料を納付した場合に比べ年間　　　　　　　　　　　　 となります。3,550 円の割引

6 ヵ月分の

口座振替前納

★ 6 ヵ月分（4 月分～ 9 月分、10 月分～翌年 3 月分）の保険料を口座振替によりまと
　めて前納すると、現金で月々保険料を納付した場合に比べ
　それぞれ 960 円（年間 1,920 円）の割引となります。

●口座振替が開始されるまで、お申込み後 2 ヵ月程度かかります。お申込みはお早めに。

＊確実に平成 19 年 4 月から振替開始可能となるのは、3 月 2 日（金）申込み分までです。

【その 27 】

14,100 円
4 月分保険料

14,100 円
5 月分保険料

14,100 円
6 月分保険料

14,100 円
4 月分保険料

14,050 円
5 月分保険料

50 円割引

14,050 円
6 月分保険料

50 円割引

14,100 円× 12 月
1 年度分保険料（現金月々払い）

169,200 円
1 年度分保険料（口座振替前納）

165,650 円

3,550 円割引

14,100 円× 6 月
6 ヵ月分保険料（現金月々払い）

84,600 円

6 ヵ月分保険料（口座振替前納）

83,640 円

960 円割引

が便利でお得！！

５月末までに納付 ６月末までに納付 ７月末までに納付

６月末★引落５月末★引落

月々翌月末までに納付 ４月末★に一括引落

月々翌月末までに納付 ・ ４月分～９月分は４月末★に一括引落
・ １０月分～３月分は１０月末★に一括引落
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